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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被挿入体を内視鏡先端部に形成された管路口から導出させる管路を備えた内視鏡におい
て，
　前記被挿入体の先端部の外側面には，長手方向に垂直な第１の切欠面と，前記第１の切
欠面の先端側に連続して形成され長手方向に沿った第２の切欠面とを有する切欠部が形成
され，
　前記管路口には，長手方向に垂直な第１の係止面と長手方向に沿った第２の係止面とを
有する係止部が形成され，
　前記管路に前記被挿入体が挿入されたときに，前記第１の係止面に前記第１の切欠面が
当接して，前記被挿入体が前記管路口から突出する部分の長手方向位置が規制されるとと
もに，前記第２の係止面に前記第２の切欠面が当接して，前記被挿入体が前記管路口から
突出する部分の回転方向位置が規制されるようにし，
　前記第２の切欠面よりも先端側の前記外側面の形状は，先端方向に向けて滑らかに先細
に形成されたことを特徴とする，内視鏡。
【請求項２】
　前記被挿入体は，内視鏡先端面洗浄用の流体を通す管状体と，前記管状体の先端に設け
られ側面に開口部が形成された前記先端部とを備え，
　前記先端部のうち少なくとも前記開口部が前記管路口から突出するように，前記長手方
向位置が規制され，
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　前記開口部が前記内視鏡先端面の洗浄対象部位の方向に向くように，前記回転方向位置
が規制されることを特徴とする，請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記内視鏡は，少なくとも観察系と照明系が設けられた内視鏡本体と，この内視鏡本体
を装着するカバーを備え，
　前記内視鏡の管路は，前記カバーに形成されたことを特徴とする，請求項１又は２に記
載の内視鏡。
【請求項４】
　前記内視鏡の管路は，吸引機構の吸引経路を兼ねることを特徴とする，請求項１～３の
いずれかに記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，医療用の内視鏡にかかり，さらに詳しくは処置具や洗浄管などの被挿入体が挿
入可能な管路を備えた内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の内視鏡としては，操作部から体内に挿入する挿入部を通って先端部にわたって送
気送水管路，吸引管路など複数の管路（チャンネル）を設け，内視鏡先端面へ送気送水や
吸引などを行う機能を持つものがある。
【０００３】
ところが，内視鏡に多くの機能を実現しようとして管路の数を増やすほど，内視鏡の挿入
部が大径化してしまう。複数の管路や観察系の配線などの内容物の配置構成を最適にして
も，さらに細径化するには限界がある。一方，いずれかの管路だけを設けて機能を絞り込
んだのでは，使い勝手が悪くなる。
【０００４】
このため，複数の機能を実現しつつ，さらなる細径化に対応するため，例えば単一の管路
を設け，その管路に種々の被挿入体を目的に応じて差替えて使用することも考えられる。
【０００５】
【特許文献１】
特開昭５５－５９０２号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら，このようなものでも，被挿入体によっては先端部から突出する長手方向位
置決め，回転方向位置決めが必要な場合がある。被挿入体として例えば送気送水により内
視鏡の先端部表面を水や空気を吹きかけて洗浄する被挿入管を内視鏡の管路に挿入する場
合には，被挿入管の先端部側面に設けられた開口部が洗浄対象に向くように，突出する長
手方向位置や回転方向位置を決める必要がある。この場合，もし被挿入管の内視鏡先端面
から突出する部分の位置決めがなされることなく，単に被挿入管を挿入するようにしたの
では，長い被挿入管を手元で操作しながら，被挿入管の開口部を洗浄する対象に正確に向
ける必要があり，その操作は非常に困難である。また被挿入管を突出しすぎると，体内の
組織を傷つけるおそれもある。ところが，従来はこのような被挿入管の長手方向と回転方
向位置を同時に位置決めできるものはなかった。
【０００７】
この点，例えば特許文献１に開示された技術のように，内視鏡に処置具挿通路を設け，こ
の挿通路に挿通するスネアなどの処置具を先端作用部の方向を規制するものもある。とこ
ろが，このようなものでは処置具の長手方向の規制を行うことはできず，また処置具の種
類によっては長手方向の規制があると，かえって作業効率が低下するおそれもある。
【０００８】
例えば胆石等の結石除去処理などで体内組織の切開を行うスネアなどの処置具においては
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，内視鏡を切開の対象となる部位が見えやすい位置にしたまま，処置具を突出してその先
端が患部に届くように自由に長手方向に移動させることできるようにする必要がある。こ
のような処置具では，長手方向の規制があると，内視鏡自体を前後に移動しなければなら
ず，画面が変わってしまってかえって作業効率が低下するおそれがある。
【０００９】
そこで，本発明は，このような問題に鑑みてなされたもので，その目的とするところは，
内視鏡先端面から突出する被挿入体の長手方向位置と回転方向位置とを位置決めすること
ができる内視鏡を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために，本発明のある観点によれば，被挿入体を内視鏡先端部に形成
された管路口から導出させる管路を備えた内視鏡において，被挿入体が管路口から突出す
る部分の長手方向位置を規制する長手方向規制手段と，被挿入体が管路口から突出する部
分の回転方向位置を規制する回転方向規制手段とを設けたことを特徴とする内視鏡が提供
される。
【００１１】
また，被挿入体は，内視鏡先端面洗浄用の流体を通す管状体と，管状体の先端に設けられ
側面に開口部が形成された先端部とを備え，長手方向規制手段は，被挿入体の先端部のう
ち少なくとも開口部が形成された部分が内視鏡管路口から突出するように，長手方向位置
を規制し，回転方向規制手段は，被挿入体の開口部が内視鏡先端面の洗浄対象部位の方向
に向くように，回転方向位置を規制するようにしてもよい。
【００１２】
このような本発明によれば，内視鏡に１つの管路を設けるだけで複数の機能を奏すること
ができ，特に本発明では管路口から突出する部分の長手方向位置及び回転方向位置を規制
することができるので，例えば内視鏡先端面を洗浄する洗浄水や空気を噴出するための洗
浄管などのような被挿入体を挿入する際には，被挿入体先端部の開口部を内視鏡先端面の
洗浄対象に正確に向けることができる。すなわち，長手方向位置及び回転方向位置の位置
決めが必要な被挿入体の機能を十分に発揮させることができる。また，被挿入体の突出量
が規制されるため，体内の組織を傷つけるおそれもないので，安全に被挿入体を内視鏡に
装着することができる。
【００１３】
また，より詳細には，被挿入体先端部の外側面には，長手方向に垂直な第１の切欠面と長
手方向に沿った第２の切欠面とを有する切欠部が形成され，内視鏡管路口には，長手方向
に垂直な第１の係止面と長手方向に沿った第２の係止面とを有する係止部が形成され，内
視鏡の管路に被挿入体が挿入されたときに，内視鏡係止部の第１の係止面に被挿入体切欠
部の第１の切欠面が当接して長手方向が規制されるとともに，内視鏡係止部の第２の係止
面に被挿入体切欠部の第２の切欠面が当接して回転方向が規制されるようにしてもよい。
【００１４】
このように，被挿入体が内視鏡の管路口から突出する部分について長手方向位置の規制と
回転方向位置の規制を被挿入体側の切欠面と内視鏡側の係止面とにより行うため，被挿入
体を管路に挿入し，被挿入体先端部を管路口に合わせて挿入させるだけで，簡単に長手方
向位置及び回転方向位置の規制を行うことができる。
【００１５】
また，被挿入体切欠部における第２の切欠面は，第１の切欠面の先端側に連続して形成し
，被挿入体の先端部における第２の切欠面よりも先端側の外側面の形状は，先端方向に向
けて滑らかに先細となるように形成してもよい。
【００１６】
このように，被挿入管先端部の先端を先細にすることにより，被挿入管先端部の先端は管
路口よりも小さくなるので，被挿入管先端部が管路口に挿入される際には，管路口に挿入
し易くすることができる。また，被挿入管がさらに挿入されることにより，被挿入管先端
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部は徐々に管路口に嵌り込み，被挿入管側の長手方向規制用切欠面が内視鏡側の長手方向
規制用係止面に当接して長手方向が位置決めされる。それと同時に，被挿入管先端部の回
転方向規制用切欠面を形成した部分（例えば図３に示すＬ２部分）が管路口に完全に嵌り
込み，被挿入管側の回転方向規制用切欠面も内視鏡側の回転方向規制用係止面に当接する
ので，回転方向も位置決めされる。従って，被挿入管を挿入する際，より容易に管路口に
被挿入管先端部を完全に嵌め込むことができるので，被挿入管先端部の突出し部分の位置
決めもより容易となる。
【００１７】
さらに，内視鏡は，少なくとも観察系と照明系が設けられた内視鏡本体と，この内視鏡本
体を装着するカバーを備え，内視鏡の管路は，カバーに形成してもよい。このように管路
がカバーに形成されているカバー式内視鏡に適用してもよい。
【００１８】
また内視鏡の管路は，吸引機構の吸引経路を兼ねるようにしてもよい。これにより，被挿
入体を内視鏡の管路に装着することにより，被挿入体を利用することができ，内視鏡の管
路から被挿入体を取出すことにより，吸引機構を利用することができる。このように吸引
動作を含めた複数の機能を実現できる。
【００１９】
なお，被挿入体は，管状体と先端部とを異なる材料で構成してもよい。例えば，管状体を
軟質材料で構成しても，先端部を硬質材料で構成することにより，被挿入体を内視鏡の管
路に挿入したときに，管路口へ向けて送り易くなる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照しながら，本発明にかかる内視鏡の好適な実施の形態について詳細
に説明する。なお，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要
素については，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２１】
図１は，本発明の第１の実施形態にかかる内視鏡全体の概略構成を示す図である。この内
視鏡１００は，大別すると，体腔内に挿入される挿入部１０４と，この挿入部１０４の基
端部が連設される操作部１０２と，この操作部１０２から引出されたユニバーサルコード
部１０６とからなる。このユニバーサルコード部１０６の端部にはコネクタ１０８が設け
られている。ユニバーサルコード部１０６はコネクタ１０８によりプロセッサ装置１１０
に接続される。
【００２２】
上記挿入部１０４には，被挿入体例えば洗浄管などの被挿入管２００を内視鏡先端部１３
０に形成された管路口１２４から導出させるための管路１２０が設けられている。操作部
１０２には被挿入管２００などを管路１２０へ挿入する挿入口１２２が設けられている。
【００２３】
上記内視鏡先端部１３０は，図２（ａ），（ｂ）に示すように構成される。図２（ａ）は
内視鏡先端部の先端面を示す図であり，図２（ｂ）は内視鏡先端部のＡ－Ａ断面図である
。
【００２４】
内視鏡先端部１３０は，先端部本体１３２を備える。先端部本体１３２は挿入部１０４の
外側カバー１３４の先端に固定されている。内視鏡先端部１３０の先端面，すなわち先端
部本体１３２の先端面には，被観察体の像を捉えるための観察窓１３６，被観察体に照明
光を照射するための照明窓１３８，上記管路１２０を介して被挿入体の先端部を導出させ
る管路口１２４が設けられている。
【００２５】
上記照明窓１３８には，照明系が接続されている。照明系は例えば次のように構成されて
いる。照明窓１３８には図示しないライトガイドが接続されている。ライトガイドは，内
視鏡先端部１３０から挿入部１０４，操作部１０２を経てユニバーサルコード部１０６内
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に延在されており，プロセッサ装置１１０にコネクタ１０８を介して脱着可能に接続され
ている。プロセッサ装置１１０には，図示しない光源部が設けられ，光源部からの光は上
記ライトガイドを介して照明窓１３８へ照明光として供給される。
【００２６】
上記観察窓１３６には，観察系が接続されている。観察系は例えば次のように構成されて
いる。観察窓１３６は鏡胴１４０の先端に保持されている。鏡胴１４０の後端にはプリズ
ム１４２を介して固体撮像素子１４４が保持されている。固体撮像素子１４４は例えばＣ
ＣＤ（Charge Coupled Device）により構成される。固体撮像素子１４４は，基板１４６
に固定されている。基板１４６からの信号ケーブル１４８は，内視鏡先端部１３０から挿
入部１０４，操作部１０２を経てユニバーサルコード部１０６内に延在されており，コネ
クタ１０８を介してプロセッサ装置１１０に接続される。被観察体の像は観察窓１３６か
ら取込まれ，固体撮像素子１４４を介して画像信号としてプロセッサ装置１１０に取込ま
れる。固体撮像素子１４４からの画像信号はプロセッサ装置１１０により処理され，モニ
タ上に被観察体の画像として表示される。
【００２７】
内視鏡１００の先端部本体１３２の管路口１２４には，被挿入体が挿入される管路１２０
が接続管１２１を介して接続されている。本実施形態では被挿入体として例えば内視鏡先
端面を洗浄する洗浄水や空気を噴出するための被挿入管２００が挿入される。
【００２８】
上記管路口１２４は，図２（ｂ）に示すように先端部本体１３２の先端側に開口する長手
方向に沿った孔により形成されている。この管路口１２４の先端開口部の形状は，例えば
図２（ａ）に示すようにＤ字の直線部分を下方にしたような略Ｄ字形状に形成される。被
挿入管先端部２１０のうち管路口１２４から突出する部分の外側面の形状は，この管路口
１２４に嵌め込み可能となるように，管路口１２４の先端側開口形状に合わせた形状に形
成される。
【００２９】
上記管路口１２４には，管路口１２４の内面であって，先端開口部の下側に係止部１２５
が形成されている。この係止部１２５は，管路口１２４に被挿入管先端部２１０が挿入さ
れたときに，被挿入管先端部２１０を係止して，管路口１２４から突出する部分の長手方
向位置と回転方向位置を規制するものである。
【００３０】
具体的には係止部１２５は，管路口１２４の後端側に形成された長手方向に垂直な長手方
向規制用係止面（第１の係止面）１２８と，長手方向規制用係止面１２８よりも先端側に
連続し長手方向に沿って形成された回転方向規制用係止面（第２の係止面）１２６とを有
する。この回転方向規制用係止面１２６は，上記管路口１２４の先端開口部の下側の直線
部分を構成する。
【００３１】
係止部１２５の長手方向規制用係止面１２８は，被挿入管先端部２１０における内視鏡管
路口１２４から突出する部分（内視鏡先端面から突出する部分）の長手方向位置を規制す
る。また回転方向規制用係止面１２６は，被挿入管先端部２１０における内視鏡管路口１
２４から突出する部分の回転方向位置を規制する。これら長手方向位置と回転方向位置の
詳細については後述する。
【００３２】
次に，内視鏡の管路１２０へ挿入される被挿入体について図面を参照しながら説明する。
本実施の形態では被挿入体として例えば内視鏡先端部１３０の先端面の観察窓１３６を洗
浄するための被挿入管２００を例に挙げて説明する。
【００３３】
被挿入管２００は，図１に示すように，管状に形成された管状体としての被挿入管本体２
０４を備える。被挿入管本体２０４の先端には被挿入管先端部２１０が接続されており，
被挿入管本体２０４の後端部には洗浄水や空気を注入する注入口２０６が設けられている
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。上記被挿入管本体２０４と被挿入管先端部２１０とは異なる材料で構成される。
【００３４】
ここで，被挿入管先端部２１０の構成を図３（ａ），（ｂ）を参照しながら説明する。図
３（ａ）は被挿入管先端部の外観を示す斜視図であり，図３（ｂ）は被挿入管先端部の縦
断面図である。
【００３５】
被挿入管先端部２１０の側面には，水や空気を噴出する開口部２１２を備える。この開口
部２１２は，被挿入管先端部２１０のうち，内視鏡先端部１３０の先端面から突出する部
分（Ｌ１）の側面に形成されている。
【００３６】
被挿入管先端部２１０には，上記開口部２１２を被挿入管本体２０４の管内に連通する連
通路２１４が形成されている。被挿入管本体２０４からの洗浄水や空気は連通路２１４を
介して側方へと方向を変えて開口部２１２から排出される。
【００３７】
被挿入管先端部２１０の開口部２１２の反対側側面には，切欠部２２５が形成されている
。この切欠部２２５は，内視鏡１００の管路口１２４に被挿入管先端部２１０が挿入され
たときに，内視鏡先端部１３０の管路口１２４における係止部１２５に係止される。これ
により，内視鏡先端部１３０の先端面から突出する部分（Ｌ１）の長手方向位置と回転方
向位置とが規制される。
【００３８】
具体的には切欠部２２５は，先端から所定の長さ（Ｌ１とＬ２）まで被挿入管先端部２１
０の側面の一部に長手方向に沿った切欠を設けることにより形成されている。切欠部２２
５は，長手方向に垂直な長手方向規制用切欠面（第１の切欠面）２２８と，長手方向規制
用切欠面２２８よりも先端側に連続し長手方向に沿って形成された回転方向規制用切欠面
（第２の切欠面）２２６とを有する。回転方向規制用切欠面２２６は，切欠部２２５にお
ける被挿入管２００の長手方向に沿った面のうち，少なくともＬ２部分に形成すればよい
。
【００３９】
被挿入管先端部２１０が管路口１２４に挿入されたときに，上記切欠部２２５の長手方向
規制用切欠面２２８は，管路口１２４の係止部１２５における長手方向規制用係止面１２
８と当接して，被挿入管２００の突出部分（Ｌ１）の長手方向位置を規制し，上記切欠部
２２５の回転方向規制用切欠面２２６は，管路口１２４の係止部１２５における回転方向
規制用係止面１２６と当接して，被挿入管２００の突出部分（Ｌ１）の回転方向位置を規
制する。
【００４０】
被挿入管先端部２１０の開口部２１２が突出した位置で被挿入管先端部２１０が管路口１
２４に嵌り込むようにするため，被挿入管先端部２１０のＬ２部分は，上記内視鏡１００
側の回転方向規制用係止面１２６の長手方向の長さと同じ長さに形成されている。
【００４１】
ここで，被挿入管先端部２１０が管路口１２４から突出する部分の長手方向位置と回転方
向位置について説明する。被挿入管２００が例えば内視鏡先端面を洗浄するためのもので
ある場合には，被挿入管先端部２１０の長手方向位置と回転方向位置は，被挿入管２００
を用いて洗浄する対象に応じて決められる。
【００４２】
例えば本実施の形態のように被挿入管２００が内視鏡先端面の観察窓１３６を洗浄するも
のである場合には，長手方向位置は少なくとも被挿入管先端部２１０の開口部２１２が設
けられた部分（Ｌ１）が管路口１２４から突出する位置（内視鏡先端面から突出する位置
）とする。また回転方向位置は，少なくとも被挿入管２００の開口部２１２が内視鏡先端
部１３０の観察窓１３６の方向へ向く位置とする。
【００４３】
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このような長手方向位置及び回転方向位置に被挿入管先端部２１０が位置決めされるよう
に，内視鏡１００側の係止部１２５，被挿入管２００側の切欠部２２５の形状が決められ
る。
【００４４】
次に，このような内視鏡１００の管路１２０に被挿入管２００が挿入された場合の作用を
図面を参照しながら説明する。図４は内視鏡１００の管路１２０に被挿入管２００が挿入
される途中の状態の内視鏡先端部を示したものであり，図５は内視鏡１００の管路１２０
に被挿入管２００が装着された状態の内視鏡先端部を示したものである。図６は内視鏡１
００の管路１２０に被挿入管２００が装着された状態の内視鏡全体の断面図を示したもの
である。
【００４５】
被挿入管２００が図１に示す内視鏡１００の挿入口１２２から管路１２０へ挿入されると
，図４に示すように被挿入管先端部２１０は，管路１２０に沿って内視鏡先端部１３０の
管路口１２４へ案内される。そのまま被挿入管２００を挿入し続けると，管路口１２４か
ら被挿入管２００の先端が突出して，図５に示す位置で止まる。
【００４６】
このとき，被挿入管２００の先端は，内視鏡先端部１３０の管路口１２４に嵌り込み，被
挿入管２００側の切欠部２２５の長手方向規制用切欠面２２８が，内視鏡１００側の係止
部１２５の長手方向規制用係止面１２８に当接することによって，被挿入管２００の長手
方向位置が位置決めされる。具体的には，被挿入管先端部２１０のＬ１部分が内視鏡先端
面から突出する。
【００４７】
また，被挿入管２００側の切欠部２２５の回転方向規制用切欠面２２６が，内視鏡１００
側の係止部１２５の回転方向規制用係止面１２６に当接することによって，被挿入管２０
０の回転方向位置が位置決めされる。具体的には，被挿入管先端部２１０のＬ１部分の開
口部２１２が内視鏡先端面の観察窓１３６の方向に向く。
【００４８】
こうして，被挿入管２００が内視鏡に装着されると，図６に示すようになる。そして，内
視鏡先端面の観察窓１３６を洗浄する際には，例えば被挿入管２００の注入口２０６にシ
リンジ１５０などを装着し，このシリンジ１５０により洗浄水や空気を被挿入管２００に
注入する。これにより，洗浄水や空気は，被挿入管先端部２１０の開口部２１２から観察
窓１３６に向けて噴出される。
【００４９】
このように，本実施の形態によれば，内視鏡に１つの管路を設けるだけで複数の機能を奏
することができ，特に管路口１２４から突出する部分の長手方向位置及び回転方向位置を
規制することができるので，例えば内視鏡先端面を洗浄する洗浄水や空気を噴出するため
の洗浄管などのような本実施の形態の被挿入管２００を挿入する際には，被挿入体先端部
の開口部を内視鏡先端面の洗浄対象に正確に向けることができる。すなわち，長手方向位
置及び回転方向位置の位置決めが必要な被挿入管２００の機能を十分に発揮させることが
できる。また，被挿入管２００の突出量が規制されるため，体内の組織を傷つけるおそれ
もないので，安全に被挿入体を内視鏡１００に装着することができる。
【００５０】
また，被挿入管２００が内視鏡１００の管路口１２４から突出する部分について長手方向
位置の規制を被挿入管２００側の長手方向規制用切欠面２２８と内視鏡１００側の長手方
向規制用係止面１２８とにより行い，回転方向位置の規制を被挿入管２００側の回転方向
規制用切欠面２２６と内視鏡１００側の回転方向規制用係止面１２６とにより行うので，
被挿入管２００を管路１２０に挿入し，被挿入管先端部２１０を管路口１２４に合わせて
挿入させるだけで，簡単に長手方向位置及び回転方向位置の規制を行うことができる。
【００５１】
なお，被挿入管２００を挿入する内視鏡の管路１２０には，図７に示すように体腔内の汚
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物や粘液等を吸引する吸引機構が接続していてもよい。この場合には，管路１２０は吸引
経路としても利用され，管路１２０の管路口１２４は吸引口としても機能させることがで
きる。
【００５２】
吸引機構は，例えば以下のように構成される。管路１２０は操作部１０２内で吸引作用側
通路３０２と合流しており，吸引作用側通路３０２は操作部１０２に設けられた吸引バル
ブ３１０を介して吸引源側通路３０４と連通している。こうして，管路１２０，吸引作用
側通路３０２，吸引源側通路３０４は吸引経路を形成する。吸引源側通路３０４はユニバ
ーサルコード部１０６を通って，コネクタ１０８を介して負圧源（図示せず）と接続され
る。
【００５３】
吸引バルブ３１０は，上記吸引作用側通路３０２と吸引源側通路３０４との接続の切換制
御を行うものである。吸引バルブ３１０は，内視鏡１００の操作部１０２に装着された弁
ケーシング３１２と，この弁ケーシング３１２の内部にボタン３１４の押下操作に応じて
摺動する弁部材３１６とを備える。
【００５４】
弁部材３１６の下部の外周面には活塞面３１８が形成されており，この活塞面３１８の上
部に側面透孔３２０が形成されている。弁部材３１６の底部は開口しており，上記側面透
孔３２０と連通している。
【００５５】
弁ケーシング３１２には，吸引作用側通路３０２，吸引源側通路３０４が接続されている
。弁部材３１６が摺動操作されることにより，吸引作用側通路３０２は，弁部材３１６の
側面透孔３２０により吸引源側通路３０４と連通し，また活塞面３１８により吸引源側通
路３０４と遮断される。なお，ボタン３１４は，バネ等の付勢部材３２２により，弁部材
３１６が吸引源側通路３０４を遮断する位置となる方へ付勢されている。
【００５６】
このように，管路１２０に吸引機構を接続した内視鏡であれば，１つの管路１２０を利用
して，内視鏡洗浄の他に吸引動作を行うこともできる。例えば内視鏡先端面を洗浄する場
合には，管路１２０の挿入口１２２から被挿入管２００を挿入して，被挿入管２００を内
視鏡１００に装着する。また，体腔内の汚物や粘液等を吸引する吸引動作を行う場合には
，内視鏡１００から被挿入管２００を取出す。これにより，管路１２０と吸引作用側通路
３０２とは連通し，吸引動作が可能となる。
【００５７】
また，図７に示す例では，本発明を管路１２０の挿入口１２２を操作部１０２の先端側に
設けた内視鏡に適用する場合について説明したが，必ずしもこれに限られることはなく，
例えば図８に示すように操作部１０２の後端側に設けた内視鏡に適用してもよい。このよ
うに構成すれば，挿入口１２２から管路１２０までの経路をより直線に近づけることがで
きるので，被挿入管２００をより容易に管路１２０へ挿入できる。また被挿入管２００の
被挿入管先端部２１０を手元操作で回転させることがより容易になるので，被挿入管先端
部２１０を管路口１２４に挿入する作業をより容易に行うことができる。
【００５８】
次に，本発明の第２の実施形態にかかる内視鏡について図面を参照しながら説明する。図
９は，本実施形態にかかる内視鏡の先端部近傍の組立斜視図である。図１０は本実施形態
にかかる内視鏡の先端部の概略構成を説明する断面図であり，図１１は内視鏡の先端部の
外観を示す斜視図である。
【００５９】
第２の実施形態にかかる内視鏡４００は，少なくとも上述した観察系と照明系とを備えた
内視鏡本体４０２を備え，この内視鏡本体４０２に装着するカバー４０４に管路１２０を
形成したものである。第１の実施形態にかかる内視鏡は，内視鏡本体内に管路１２０が設
けられている場合であるのに対して，第２の実施形態にかかる内視鏡は内視鏡本体とは別
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に管路１２０が外付けで構成されている場合である。
【００６０】
カバー４０４の先端部４０６には，観察窓１３６，照明窓１３８が設けられている。また
カバー４０４の先端部には，図１０にも示すように管路１２０の管路口１２４が形成され
ており，この管路口１２４には，第１の実施形態の場合と同様に回転方向規制用係止面１
２６と長手方向規制用係止面１２８を有する係止部１２５が形成されている。なお，被挿
入管２００の構成は第１の実施の形態と同様であるためその詳細な説明は省略する。
【００６１】
このような内視鏡４００は，図９に示すように内視鏡本体４０２にカバー４０４を装着す
ることにより，管路１２０を備えた内視鏡となる。そして，カバー４０４の観察窓１３６
の洗浄を行う場合には，カバー４０４の管路１２０に被挿入管２００を挿入する。すると
，被挿入管先端部２１０は，管路１２０に沿って内視鏡先端部１３０の管路口１２４へ案
内される。
【００６２】
そのまま被挿入管２００を挿入し続けると，管路口１２４から被挿入管２００の先端が突
出して，図１０，図１１に示す位置で止まる。このとき，第１の実施の形態の場合と同様
に，被挿入管２００の先端は，カバー４０４の管路口１２４に嵌り込み，被挿入管２００
側の切欠部２２５の回転方向規制用切欠面２２６，長手方向規制用切欠面２２８がそれぞ
れ，内視鏡１００側の係止部１２５の回転方向規制用係止面１２６，長手方向規制用係止
面１２８に当接することによって，被挿入管２００の回転方向位置，長手方向位置がそれ
ぞれ位置決めされる。
【００６３】
このように，被挿入管２００をカバー４０４の管路１２０に装着する際に，回転方向位置
，長手方向位置を確実に位置決めすることができるので，正確に観察窓１３６に向けて洗
浄水や空気を噴出できる。
【００６４】
以上，添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施形態について説明したが，本発明
は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載
された範疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，そ
れらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００６５】
例えば，被挿入管先端部２１０は，図１２に示すように先端を管路口１２４の開口の大き
さよりも小さくして，先端に向けて先細になるように形成してもよい。具体的には被挿入
管先端部２１０の外側面のうち，長手方向規制用切欠面２２８により長手方向が規制され
たときに，少なくとも管路口１２４に嵌る部分Ｌ２に回転方向規制用切欠面２２６を形成
すれば，それよりも先端側の部分Ｌ１は先細形状に構成してもよい。例えば先端側の部分
Ｌ１を円錐形状とし，管路口１２４に嵌る部分Ｌ２と滑らかな曲線で連続するように形成
してもよい。
【００６６】
なお，被挿入管先端部２１０の先端を先細にする形状としては，図１２に示すような円錐
形状には限られず，例えば図３に示すような先端形状のままその大きさを先端に向けて徐
々に小さくなるようにしたものであってもよい。
【００６７】
このように，被挿入管先端部２１０の先端を先細にすることにより，被挿入管先端部２１
０の先端が管路口１２４よりも小さくなるので，被挿入管先端部２１０が管路口１２４に
挿入される際には，管路口１２４に挿入し易くすることができる。
【００６８】
また，被挿入管２００がさらに挿入されることにより，被挿入管先端部２１０は徐々に管
路口１２４に嵌り込み，被挿入管２００側の長手方向規制用切欠面２２８が内視鏡１００
又は４００側の長手方向規制用係止面１２８に当接して長手方向が位置決めされる。それ
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と同時に，被挿入管先端部２１０のＬ２部分が管路口１２４に完全に嵌り込み，被挿入管
２００側の回転方向規制用切欠面２２６も内視鏡１００又は４００側の回転方向規制用係
止面１２６に当接するので，回転方向も位置決めされる。
【００６９】
従って，被挿入管２００を挿入する際，より容易に管路口１２４に被挿入管先端部２１０
を完全に嵌め込むことができるので，被挿入管先端部２１０の突出し部分の位置決めもよ
り容易となる。
【００７０】
また，被挿入管２００において被挿入管先端部２１０と被挿入管本体２０４とは別体とし
て異なる材料で構成した場合について説明したが，必ずしもこれに限定されるものではな
く，同一材料を用いて一体で構成してもよい。
【００７１】
また，上記第１及び第２の実施形態においては，被挿入体の回転方向規制手段は，内視鏡
側と被挿入管側の回転方向規制面により位置決めする場合について説明したが，内視鏡側
，被挿入管側のいずれか一方に溝を設け，他方にこの溝に嵌まる突起を設けるようにして
もよい。このようにしても，回転方向位置決めが可能となる。また，被挿入管側に溝又は
突起を設ける場合には，例えば図３に示す被挿入管先端部の外周面におけるＬ２部分に設
けるようにしてもよい。このようにすれば，上記第１及び第２の実施形態と同様に被挿入
管先端部の長手方向が位置決めされると，同時に回転方向も位置決めされる。
【００７２】
また，上記第１及び第２の実施形態においては，被挿入体として洗浄対象が観察窓１３６
である被挿入管２００を内視鏡１００の管路１２０に挿入する場合について説明したが，
必ずしもこれに限定されることはなく，被挿入体として図１３に示すように洗浄対象が照
明窓１３８である被挿入管５００を内視鏡１００の管路１２０に挿入してもよい。
【００７３】
図１３（ａ），（ｂ）に示すように被挿入管本体５０４の先端に設けられた被挿入管先端
部５１０の側面には，２つの開口孔５１２が形成されている。これら開口孔５１２は，被
挿入管５００が内視鏡１００の管路口１２４に装着されたとき，２つの照明窓１３８に向
けてそれぞれ洗浄水や空気を噴出するものである。
【００７４】
この被挿入管５００には，上述した被挿入管２００の切欠部２２５と同様に構成される切
欠部５２５が形成されている。すなわち，切欠部５２５は，長手方向に垂直な長手方向規
制用切欠面（第１の切欠面）５２８と，長手方向規制用切欠面５２８よりも先端側に連続
し長手方向に沿って形成された回転方向規制用切欠面（第２の切欠面）５２６とを有する
。
【００７５】
この切欠部５２５は，内視鏡１００の管路口１２４に被挿入管先端部５１０が挿入された
ときに，内視鏡先端部１３０の管路口１２４における係止部１２５に係止される。これに
より，内視鏡先端部１３０の先端面から突出する部分の長手方向位置と回転方向位置とが
規制されて，被挿入管５００は内視鏡１００の管路１２０に，被挿入管５００の開口部５
１２が内視鏡先端面から突出し，照明窓１３８の方向に向くように装着される。なお，被
挿入管５００についても図１２に示すものと同様に先端部を先細に形成してもよい。
【００７６】
このように，本発明では，内視鏡１００の管路１２０に様々な被挿入体を装着することが
でき，しかも被挿入体の長手方向位置と回転方向位置とを規制することができるので，例
えば洗浄対象の異なる被挿入管（例えば被挿入管２００，５００など）を挿入することに
より，それらの機能を果すことができる。従って，本発明は，被挿入管が固定されている
内視鏡のように，洗浄対象が限られる場合に比して有利である。
【００７７】
また，上記第１及び第２の実施の形態においては，長手方向位置と回転方向位置が規制さ
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れる被挿入体として内視鏡先端面の洗浄を行う被挿入管を例に挙げて説明したが，必ずし
もこれに限定されるものではなく，被挿入体としては高周波ナイフ，パピロトミーナイフ
などの治療用処置具であってもよい。これらの処置具は，高周波を使用して患部を焼切る
ものであるが，例えば不要な部分を切らないようにするためなどのように，内視鏡本体と
一体となって内視鏡本体の操作により操作した方がよい場合もある。この場合には，処置
具に対しても回転方向と長手方向の規制をすることができる本願発明が有利である。
【００７８】
また，上記第１及び第２の実施の形態においては，本発明を直視型内視鏡に１つの管路を
設けた内視鏡に適用する場合について説明したが，必ずしもこれに限定されるものではな
く，１つの管路を設けた内視鏡であれば，側視型内視鏡，斜視型内視鏡などに適用しても
よい。
【００７９】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば，複数の機能を実現しつつ，さらなる細径化に対応す
ることができ，また内視鏡に設けた管路に被挿入体を挿入する際，内視鏡先端部から突出
する被挿入体の長手方向位置と回転方向位置とを位置決めすることができる内視鏡を提供
できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる内視鏡全体の概略構成を示す断面図である。
【図２】同実施形態にかかる内視鏡の先端部の構成を示す図であって，同図（ａ）は内視
鏡先端面を示す図であり，同図（ｂ）は同図（ａ）に示すＡ－Ａ断面図である。
【図３】同実施形態における被挿入管の先端部の構成を示す図であって，同図（ａ）は外
観図であり，同図（ｂ）は長手方向に沿った断面図である。
【図４】同実施形態にかかる内視鏡の作用説明図である。
【図５】同実施形態にかかる内視鏡の作用説明図である。
【図６】同実施形態にかかる内視鏡の作用説明図である。
【図７】同実施形態にかかる内視鏡における管路の変形例を示す図である。
【図８】同実施形態にかかる内視鏡における管路の他の変形例を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態にかかる内視鏡の先端部近傍の構成を示す組立斜視図で
ある。
【図１０】同実施形態にかかる内視鏡の先端部の断面を示す図である。
【図１１】同実施形態にかかる内視鏡の先端部を外観を示す斜視図である。
【図１２】本発明における被挿入管の先端部の変形例を説明する図であって，同図（ａ）
は外観図であり，同図（ｂ）は長手方向に沿った断面図である。
【図１３】本発明における被挿入管の他の例を説明する図であって，同図（ａ）は外観図
であり，同図（ｂ）は同図（ａ）に示す被挿入管を内視鏡に装着した場合の内視鏡の正面
図である。
【符号の説明】
１００　　　内視鏡
１０２　　　操作部
１０４　　　挿入部
１０６　　　ユニバーサルコード部
１０８　　　コネクタ
１１０　　　プロセッサ装置
１２０　　　管路
１２１　　　接続管
１２２　　　挿入口
１２４　　　管路口
１２５　　　係止部
１２６　　　回転方向規制用係止面
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１２８　　　長手方向規制用係止面
１３０　　　内視鏡先端部
１３２　　　先端部本体
１３４　　　外側カバー
１３６　　　観察窓
１３８　　　照明窓
１４０　　　鏡胴
１４２　　　プリズム
１４４　　　固体撮像素子
１４６　　　基板
１４８　　　信号ケーブル
１５０　　　シリンジ
２００　　　被挿入管
２０４　　　被挿入管本体
２０６　　　注入口
２１０　　　被挿入管先端部
２１２　　　開口部
２１４　　　連通路
２２５　　　切欠部
２２６　　　回転方向規制用切欠面
２２８　　　長手方向規制用切欠面
３０２　　　吸引作用側通路
３０４　　　吸引源側通路
３１０　　　吸引バルブ
４００　　　内視鏡
４０２　　　内視鏡本体
４０４　　　カバー
４０６　　　先端部
５００　　　被挿入管
５０４　　　被挿入管本体
５１０　　　被挿入管先端部
５１２　　　開口部
５２５　　　切欠部
５２６　　　回転方向規制用切欠面
５２８　　　長手方向規制用切欠面
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